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■ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応
について（平成20年3月31日長寿第1920号）（１）

（目的）
１．介護サービスの提供に伴う事故発生の未然防止
２．事故発生時の対応
３．事故後の対応・再発防止への取組

－未然防止－
・マニュアルを作成するなど、あらかじめ対応方法を定めておくこと
・定期的な施設内研修の開催による従業者間の共通認識
・施設外研修への参加による知識の習得

－事故発生時の対応－
・必要な措置を迅速に
・家族、県、市町村等に連絡・報告

・記録し、 低２年間保存

－事故後の対応・再発防止への取組－
・賠償すべき場合は、速やかに損害賠償
・原因分析するだけでなく、その対策を講じ、

全従業者へ周知

入居者の処遇向上入居者の処遇向上



介護現場で事故が起こった介護現場で事故が起こった
場合の対応について場合の対応について

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応
について（平成20年3月31日長寿第1920号）（２）

（報告すべき事故の範囲）

①サービス提供による利用者の事故等
・死亡事故
・転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等で、医療機関で治療又は入院
・上記と同等の医療措置を行ったもの
→事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者自身に起因するもの及び

第三者によるもの（例：自殺、失踪、喧嘩）を含む。

②食中毒、感染症（インフルエンザ、ノロウィルス）の集団発生
③従業者の法律違反・不祥事等利用者の処遇に影響あるもの
④火災、震災、風水害等の災害による重大な事故

（報告手順）

速やかに家族等に連絡し、県（所管県民局）・市町村（所在及び保険者）に報告

長期化する場合は、適宜、途中経過を！長期化する場合は、適宜、途中経過を！

緊急性の高い場合緊急性の高い場合

は、まず電話を！は、まず電話を！
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■ 消費者安全法（平成21年9月1日施行）

消費者庁（平成21年9月1日設置）

製品の使用やサービス提供に伴う重大事故について、
消費者庁に情報が一元化され、公表されることなった。

・・・介護サービスに伴う重大事故（感染症や食中毒）も含まれる。

事業者が直接、消費者庁
に連絡する必要はない。

これまでどおり、介護事故であれば
県、市町村等に報告、感染症関係
であれば保健所へも報告すること。

－背 景－
近年、食品表示偽装事件、中国製冷凍ギョーザの薬物中毒事件、事故米の転売、EV

事故など国民生活に身近なところで様々な問題が生じたが、苦情や情報を一元化する
機関がなく、縦割り行政や消費者保護の観点から社会問題となっていた。
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定期的に確認しましょう！

事務連絡①事務連絡①

■ 自己点検シート 〈岡山県版〉（平成２１年度から導入）
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（使用方法／注意事項）
・実地指導時のみに使用するものではなく、平素から使用するもの
・実地指導（又は立入検査）の時は、原則として県民局へ事前提出

（導入のメリット）
・県の指導ポイント、根拠などの明確化
・県民局によるスムーズな実地指導（又は立入検査）の実施
・事業者側で疑問に思うことを整理しやすい

※特定施設（介護保険法）

→・自己点検シート（人員・設備・運営編）
・自己点検シート（介護報酬編）

※有料老人ホーム（老人福祉法）

→・自己点検シート







月１回は確認しましょう！

事務連絡②事務連絡②
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■ ＨＰの活用

（長寿社会対策課ＨＰで最低限見ておくべき箇所）
・「介護保険に関する厚生労働省からの通知」

「介護保険事業所の皆様へ 新型インフルエンザへの対応について」
「消費生活用製品（介護ベッド等）の重大製品事故に係る公表について」
「OKAYAMA KAIGO NEWS」

→ 新型インフルエンザ対策、介護関係の製品事故情報などのトピックス
・集団指導資料
・各種申請・届出・自己点検様式

（他参考ＨＰの紹介）
・岡山県健康対策課、岡山県生活衛生課
・特定施設事業者連絡協議会
・(社)全国有料老人ホーム協会
・厚生労働省、消費者庁など国の機関 など
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■ 指定の更新制度

（根拠条文）
介護保険法第70条の２第１項

「・・・６年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を
失う。」

「更新を行わない場合」、「更新手続きが間に合わない場合」は、

有効期間の経過により指定の効力を失う。

（例えば）
・平成１７年４月１日に特定施設の指定を受けた事業所は、

◆事業の期限は・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成２３年３月３１日
◆県民局への更新書類提出期限は・・・・・・・・・・・・ 平成２３年２月２８日
◆県から「更新のお知らせ」が郵送されるのは・・・・ 平成２３年１月～２月初旬

介護予防は別であること
に注意しましょう！
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■ 計画作成担当者（ケアマネージャー）の資格管理（１）

（根拠条文）
介護保険法第69条の7第3項

「介護支援専門員証（第５項の規定・・・除く。）有効期間は、５年とする。」

介護保険法第69条の8第2項
「・・・都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修（以下「更新研

修」という。）を受けなければならない。ただし、・・・この限りでない。」

基準省令第175条第7項
「第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は、専らその職務に従事する
介護支援専門員であって、・・・できるものとする。」

「更新を行わない場合」、「更新手続きが間に合わない場合」は、

有効期間の経過により資格の効力を失う。

◆研修時期は例年７月・１月頃

◆更新時期は３月末
岡山県以外で登録されている
場合は、登録先の都道府県
に確認してください。
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■ 計画作成担当者（ケアマネージャー）の資格管理（２）

ケアマネージャーの資格管理に関する問い合わせは、
長寿社会対策課 介護保険推進班へ

（０８６－２２６－７３２４）

有効期間満了日の１年
前の日付が属する年度

介護支援専門員証に記載平成18年4月1日以降

平成22年度平成23年3月23日平成18年3月23日

平成22年度平成23年3月11日平成17年3月11日

平成21年度平成22年3月12日平成16年3月12日

平成21年度平成22年3月10日平成15年3月10日

更新研修受講年度有効期間満了日登録年月日
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■ 計画作成担当者（ケアマネージャー）の資格管理（３）

登録番号 ３３○○○○○○
氏 名 岡山 太郎
生年月日 昭和○○年○○月○○日
住 所 岡山県岡山市北区中山下２－４－５
交付年月日 平成２２年 ３月３０日
有効期間満了日 平成２７年 ３月２９日

上記の者は介護支援専門員であることを証明する。

岡山県知事 石 井 正 弘

介 護 支 援 専 門 員 証

日付の属する年度
＝平成２６年度
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■ 認知症介護実践者等養成事業（岡山県）（１）

◇認知症介護実践研修（平成21年度から指定法人で行う。）

→認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得するための研修

・実践者研修

対 象 者 ： 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、身体介護に関する基

本的知識、技術を習得し、概ね実務経験２年程度の者

講義演習： ２８時間（４日間） （事前レポート、振り返りレポート含む）

・実践リーダー研修

対 象 者 ： 介護保険施設・事業所等に従事する介護職員等であって、介護業務に概ね５年

以上従事した経験を有し、実践者研修を修了して１年以上経過している者

講義演習： ８０時間程度、自他施設実習

◇認知症対応型サービス事業開設者研修

◇認知症対応型サービス事業管理者研修

◇小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修



事務連絡⑤事務連絡⑤

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 認知症介護実践者等養成事業（岡山県）（２）

問い合わせ先

●実践者研修

（福）岡山県社会福祉協議会

福祉人材センター

℡ ０８６－２２６－３５０７

●実践リーダー研修

・岡山県老人福祉施設協議会

（（福）岡山県社会福祉協議会内）

℡ ０８６－２２６－３５２９

・（福）新生寿会 きのこ老人保健施設

℡ ０８６５－６３－０７００
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■ メールアドレスの登録
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（注意事項）
・既に平成１９年度から行っているが、県からの通知などは全てメールでお知らせし

ているところである（訪問・通所系以外のサービスのみ）
・可能な限り、事業所単位でメールアドレスを登録

・再登録などがあれば、確実に長寿社会対策課 事業者指導班へ（特に３～４月）

個人のメールアドレス、事業所単位でなく
法人単位のメールアドレスの場合でもＯＫ
であるが、退職（又は人事異動）があれば
再登録すること又は法人本体が事業所へ
その都度連絡するなどの対応が必要
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■ 疑義照会
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（注意事項）
・昨年３月の集団指導で周知をしたところであるが、

◆質問票に照会事項を記載の上、ＦＡＸで行うこと。
◆電話での疑義照会には原則として対応しない。
◆質問票の提出先は各県民局であり、回答も各県民局

が行う。（一昨年までは、長寿社会対策課においても
疑義照会に対応してきたが、今後も質問への対応は、
各県民局が行う。）




